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平成 23年 3月議会 代表質問 

「政策グループあびこ」の内田みえこです。 

通告に従って代表質問をさせていただきます。 

さて、星野市長のセカンドステージが始まったわけで

すが、ご承知のとおり、地方自治体の市政運営は二元代

表制であります。 

市長も議員も共に市民から直接選ばれ、共に市政に責

任を持つものであります。国と違って、与党、野党は制

度的に存在しません。 

 我々会派も、市民の視点に立って、是々否々で市政運

営に臨みたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 さて、今年の一月「日本の GDP 世界 3 位に転落」とい

うニュースが大きく報じられました。日本がドイツを抜

いて 2 位になったのが 1968 年。およそ 40 年間、日本は

「世界第 2 の経済大国」の地位にありました。 

予想していたとはいえ、中国に追い越されて第 3 位にな

ったことは、やはり多くの日本人にとってショックであ

ったと思います。また、世界で確実にパワーシフトが進

行していることを実感したのではないでしょうか。 
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 経済の低迷だけではありません。２００７年から日本

は、「人口減尐社会」へ突入し、生産年齢人口が減尐して

いること、また、世界に類を見ない「尐子・高齢化」が

急速に進展していること、さらに、「厳しい財政状況」が

続いていることなど、現在、日本は多くの課題を抱えて

いますが、その課題は、まさに地方自治体の課題でもあ

ります。 

 今回は、社会が激変する中で、「我孫子が本当はどうな

っており どうなりうるのか」我孫子市の現状把握と将

来予測から質問を始めたいと思います。 

大綱１は、持続可能な市政経営のための現状把握と

将来予測です。 

（１）我孫子市の人口と財政への影響について 

(ア）我孫子市の人口の現状把握と将来の人口推計 

 平成 23 年、今年の 1 月 1 日現在、市の住民基本台帳に

登録されている人口は 13 万 4,928 人。昨年の 1 月 1 日と

比べると、僅 3 人しか増えていません。 

最新の人口推計では、27 年に人口がピークになり、そ

の後、人口の減尐が始まると予測していますが、最近の

人口増加が鈍っている現状をどのように捉えているのか、
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お聞かせください。 

さらに、10 年後、20 年後、30 年後の人口推計と現在と

の比較をお示しください。  

 

(イ)１０年後の生産年齢人口と納税義務者数の推計、個

人市民税の予測額 

 人口が減尐することが何故問題かといえば、働く人の

数、つまり生産年齢人口が減尐するからです。そして、

それは納税義務者の減尐につながり、税収の減尐に繋が

ってきます。 

我孫子市は住宅都市ですから、個人市民税に依存した

財政構造になっています。当然、生産年齢人口の減尐は、

歳入の減尐となって表れてきます。 

 今年度(平成 22 年度)、はじめて納税義務者が減尐に転

じ、個人市民税はピーク時の平成 20 年度より 8 億円の減

収となりました。 

 そこで、今後の予測が必要だと思いますが、10 年後の

生産年齢人口と納税義務者数の推計、個人市民税の予測

額をお示しください。 

 

(2)我孫子市の少子高齢化の進展と財政への影響につい

て(ア)少子化の原因と今後の少子化の予測 
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我孫子市の平成２１年度の合計特殊出生率、女性が一

生の間に生む子どもの数は 1.23。(一昨年より 0.09 ポイ

ント上がりましたが、)この数字は、千葉県の 1.31 や国の

1.37 より大分低い数字となっています。我孫子市の尐子

化の原因と今後の予測をお聞かせください。  

 

(イ)我孫子市の今後の高齢化の進展について 

今年の 1 月 1 日現在、我孫子市の 65 歳以上の高齢者数

は３万９９７人。高齢化率は市全体で 23％、およそ 4 人

に一人が 65 歳以上です。また、同じく 75 歳以上の高齢

者数は１万２３４０人。高齢化率は、9.１％、およそ 10

人に一人が 75 歳以上となっています。そして、我孫子市

は、平成 19 年度から高齢化率 21％以上の超高齢化社会

に突入しました。 

 今後の高齢化の進展が気になりますが、10 年後、20 年

後、30 年後の 65 歳以上と 75 歳以上のそれぞれの高齢者

数と高齢化率の予測、また、高齢化率のピークの時期を

お示しください。限界集落となる地域が生まれてくるの

かどうかについてもお聞かせください。 
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次に、高齢化の進展が財政に及ぼす影響について 

(ウ)国民健康保険事業特別会計の保険給付費と一般会計

からの繰入金の予測額とその財源措置について 

 平成元年の国民健康保険事業特別会計の保険給付費は

約 21 億円、それが平成 21 年度約 81 億円、ここ 20 年余

りで 4 倍となり 60 億円増えました。高齢化の進展と共に

増大していますが、これまでの推移から考えると、平成

30 年度、そして三人に一人が高齢者となる平成 35 年度

の保険給付費の予測額をお示しください。 

 また、一般会計からの繰入金は、平成元年から平成 21

年度までの約 20 年間でおよそ 2.6 倍となり、21 年度の決

算額は約 5 億 5 千万円となっています。 

 平成35年度の繰出金の予測額とその財源措置について

のお考えをお聞かせください。 

 

(エ)介護保険特別会計の保険給付費と一般会計か 

らの繰入金の予測額、その財源措置について 

 介護保険の保険給付費は平成 21 年度約 51 億円。平成

12 年度からの 10 年間でおよそ 2.5 倍のとなりました。 
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高齢化率の上昇に伴い保険給付費も増大してきましたが、

これまでの推移から、平成 30 年度、平成 35 年度の保険

給付費の推計額をお示しください。 

 また、平成 12 年度から平成 21 年度までの十年間で、

一般会計から介護保険特別会計への繰入金は約 2 倍とな

り、21 年度の決算額は約 9 億 5 千万円となっています。 

 これまでの推移から予測して、平成 35 年度の繰出金の

予測額とその財源措置について、お考えをお聞かせくだ

さい。 

(オ)高齢化のピーク時の扶助費・民生費の予測額 

 尐子・高齢化が進めば、それに伴って、様々な尐子化

対策、高齢化対策の経費が増大してきます。その増大は

目的別歳出では民生費の増大(注１)として、性質別歳出で

は扶助費の増大(注 2)として表れてきます。 

また、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計の歳

入面では、一般会計からの繰入金の増大(注 3)として、歳

出面では、保険給付費等(注 4)の増大として、はっきりと

表れてきます。 

我孫子市の扶助費は、平成元年約 12 億円。それが平成
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21 年度約 45 億円と、ここ 20 年間の間に 3.75 倍、約 34

億円増加しています。 

 さらに、昨年からは、子ども手当ての創設の影響もあ

って、平成 23 年度予算の扶助費はおよそ 73 億円、平成

元年のおよそ 6 倍となり 61 億円増大しています。 

 また、民生費は、平成元年およそ 32 億円でしたが平成

21 年度はおよそ 102 億円と、ここ 20 年間程の間に 3.19

倍になり約 70 億円増加しています。 

 そこでお尋ねしますが、今後の高齢者数の推計から、

10 年後、20 年後、そして、我孫子市の高齢化のピーク時

の扶助費、民生費の予測額をお示しください。 

以上で大綱１の質問を終わります。ご答弁よろしくお願

いします。 
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大綱２．「人口減少社会、少子高齢化社会を乗り切
るための行財政改革」 

 来年、平成 24 年には、団塊の世代が 65 歳に達し年金受

給者になります。一気に生産年齢人口は減尐し、納税義

務者も減尐し、そして、税収も減尐します。その一方で、

福祉予算の増大と共に歳出も増大します。さらに、右肩

下がりの経済状況では、これまでの負債の返済も重荷と

なってきます。このような状況のことを、最近では、“都

市部が抱える時限爆弾”と言っています。 

 この時限爆弾を何とか爆発させないために、以下、何

点かお尋ねします。 

(１）「財政シミュレーションの実施」について 

 我孫子市では、平成 17 年に日本能率協会に委託して「我

孫子市財政診断分析報告書」を策定しました。そして、

その中で、平成 25 年度までの歳入・歳出見通しをシミュ

レーションし、その後の財政運営に活用してきました。 

 しかし、その後、特に平成 19 年のリーマンショック以

降は、社会経済状況が激変してしまいました。 

 そこで、今後の収支見通しを明らかにするために、新

たに財政シミュレーションを実施する必要があると考え
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ます。市政経営の上で、財政フレームを明らかにするこ

とは大変重要なことです。また、現在、総合計画の見直

しが進められていますが、財源の担保のない事業計画を

策定しても“絵に描いたもち”にすぎません。 

 社会状況が激変する中で、今後の収支見通しをたてる

ことは難しいと思いますが、専門機関に委託してでも財

政シミュレーションの策定をすべきだと考えます。ご所

見をお聞かせください。 

 

(２）経常的経費の削減として、 

(ア)経常収支比率の改善の目標値について 

 平成 21 年度決算での経常収支比率は 96.8％。臨時財政 

対策債を経常一般財源から除いた経常収支比率は

104.6％。 我孫子市の財政の一番の問題は、経常収支比 

率が示すように財政の硬直化が進み、自由に使える財源 

がほとんどないということです。 

 そこで、経常収支比率改善のために、適切な目標値の 

設定が必要だと考えます。 

市は、長期の指標を「公的資金保証金免除繰上償還に 
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係る財政健全化計画」の中で 85％としていますが、85%

は、いつまでに達成すべき指標なのでしょうか。 

また、長期の指標とはいえ 85％という目標値は現実離

れしているように思いますが、設定の根拠と達成するた

めの手法をお聞かせください。 

また短期目標も必要だと考えますが、それが明確では 

ないように思います。行政改革推進プランで示された

97％以下という数値が短期目標なのか、或は、(平成 21 年

3 月議会で久野議員への答弁にあった)「第 2 次基本計画の指

標である平成 27 年度 92%」が短期目標なのか、また、そ

れとは別にあるのか、短期目標をお示しください。 

さらに、経常収支比率の目標値を財政規律の一つの指

標と位置づけるべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

お答えください。 

続いての経常的経費の削減策についてですが、人件費

についてはいつも質問していますので、今日はそれ以外

の経常的経費についてお尋ねします。 

先ず、扶助費の削減に関連で(イ)生活保護者の自立支

援について 
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 最近の尐子高齢化の進展や長引く景気低迷などにより

扶助費の増大が続いています。経常的経費の中でも、最

近一番増大しているのが扶助費です。平成 21 年度決算で

は、およそ 45 億円。平成元年の約 4 倍となりました。扶

助費増大の主な要因は、昨年創設された子ども手当を除

けば、生活保護の増加にあります。 

 生活保護制度は、憲法 25 条で定められた生存権を保障

する制度であり、社会の重要なセーフティネットです。

しかし、最近では、「不正受給ではないか」とか「働ける

のに生活保護を受けている」等、市民の厳しい声もあり

ます。適正な執行を徹底しないと、制度そのものに対す

る信頼を失いかねません。 

 本来、生活保護制度は生活保護者の自立を促す制度で

す。病気で働けない人や高齢者を除いた受給者が一日で

も早く自立できるよう、平成 17 年度から生活保護自立支

援プログラムという制度ができました。ハローワークと

の連携で就労支援コーディネーターを利用した生活保護

受給者等就労支援事業、また授産施設や小規模作業所、

社会適応訓練事業などの活用、担当ケースワーカーによ
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る就労相談などの生活保護自立支援プログラムの取り組

み状況をお聞かせください。 

 また、今後ますます生活保護者の増大が予想されます

が、制度を維持するためにも、いかに受給者の自立を促

すかがポイントとなってきます。受給者が自立するため

に何が必要か、何が障害となっているか、課題をお聞か

せください。また、課題解決のためのお考えも合わせて

お聞かせください。 

 

今議会で、生活保護費の全額国庫負担等の意見書を出

す予定ですが、費用を国が持つにしても一部自治体が持

つにしても、このままでは財政を圧迫し続けます。いか

に生活保護者の自立を図るかがポイントとなりますから、

課題をクリアして自立支援に力を入れていただきたいと

思います。 

それでは、次に、維持補修費の削減に関連して、 

(３）社会資本の維持と更新のために 
(ア)「公共施設マネジメント白書」の作成の提案 

 我孫子市では、現在、公有財産のデータベース化を進め

ています。完成すれば市の社会資本の保有状況の把握や
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一括管理による公共施設の有効活用、また、維持管理や

補修、更新に活用できると期待していますが、この機会

に「公共施設マネジメント白書」の作成を提案したいと

思います。 

 施設白書についてはこれまでも提案がありましたが、

今回提案する白書は、東洋大学の PPP 研究センターがそ

の活用に協力しているもので、自治体が保有する公共施

設の取得年数や物理量だけでなく、利用状況、運営状況、

行政サービスコストなどの実態を分析したもので、自治

体の財政や公共投資の状況、人口動態などを合わせて検

討することで、自治体経営に役立てることができます。 

 すでに藤沢市や秦野市、習志野市でも同種の白書を公

表しています。是非、作成していただきたいと思います

が、いかがでしょうか。  

 
(イ)社会資本更新投資計算ソフトの活用 

 今後、各種公共施設や道路、橋梁、上下水道などの社会

資本は老朽化してきます。その更新のためには、大きな

財政負担が予想されます。 

 歳入が減尐する中で、全ての社会資本を更新すること
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はできませんが、更新に優先順位をつけたり、更新の際

に施設の多機能化を図ったり、PFI の導入や余った空間

の民間活用など、様々な知恵と工夫が必要になります。 

 東洋大学の PPP 研究センターでは、自治体が保有する

社会資本の更新に必要な投資額を、簡単に計算できるソ

フトを公表しました。そして、ホームページで申し込め

ば無償で配布してくれます。 

 このソフトの特徴は、市販の表計算ソフトを利用して、

自治体の保有する社会資本に関するデータを入力すると、

それを更新するために、今後５０年間にわたって、毎年

必要な経費が数字とグラフで表示されます。 

このソフトの活用によって、今ある施設を耐用年数経

過後に更新するための費用の目安を知ることができます。 

自治体の担当者や住民が現状を知ると共に問題意識を

共有し、公共投資について考えるきっかけにもなります。

ソフトの活用についてのお考えをお聞かせください。 

以上ですが、「社会資本の維持と更新」について２点合

わせて、ご答弁お願いします。 

今後、公共施設等の老朽化に伴い、維持補修費の増大
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が財政の圧迫要因となることは目に見えています。経常

的経費削減のためには、早め早めの対応が必要です。 

是非、前向きに検討していただきたいと思います。 

 

(４）「予算編成を含む財政への市民参加」について 

(ア)パブリックコメント０についての見解と財政状況を 

わかりやすく伝えるための市民参加の検討会議の設置 

先日行った予算編成へのパブリックコメントは０でし

た。このことは、市長選の時期と重なったとはいえ大変

大きな問題だと思いますが、まず、パブリックコメント

０についての見解をお聞かせください。 

また、財政情報を分かりやすく伝えるための市民参加

の検討会議の設置を提案したいと思います。 

 分権の時代、予算についても我々議会だけでなく主権

者であり納税者である市民に、自分たちの納めた税金が、

自分たちの意思に基づいて適切に使われようとしている

か、その結果、住民福祉の向上につながるのか、市民の

望むまちづくりにつながるか等を、市民の目線でチェッ

クしていただくことが重要です。そして、チェックしや
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すい環境をつくることが、我々議会にも行政にも求めら

れています。 

その環境づくりとして一番重要なことは、「情報なくし

て 参加なし」といわれるように徹底した情報公開だと

考えます。 

多治見市では、財政運営の基本原則の中に「財政情報

の共有」をあげ、情報の提供に関する 4 つの基本原則を

定めました。それは、「わかりやすく公開すること｣「説

明責任を果すこと」「市民の意見の把握に努めること」「利

益と負担について具体的に市民に理解してもらうこと」

というものです。そして、「わかりやすい予算書」「わか

りやすい決算書」を作成・発行しています。 

「あったらよい事業」でさえ、カットしなければなら

ない時代です。常に財政をわかりやすく市民に公開し、

納得してもらうことが重要です。どうしたら財政情報を

分かりやすく伝えることができるか、市民参加の検討会

議の設置を提案したいと思います。 

 

(イ)地方財政を見る目を養うシリーズ講座の開設の提案 
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財政というと、数字が多い、聞きなれない財政用語が

多い、複雑で分かりにくい等、我々議員も含めて多くの

人にとっては、大変馴染みにくい分野だと思います。 

夕張の財政破綻の原因のひとつは、財政システムが複

雑なために、危機的な財政状況を議会も住民も見抜けな

かったからだと言われています。 

(国からの補助金漬けの体質や第三セクターの失敗、財政

の粉飾決算などを、) 

議会は議会として、財政面をしっかりとチェックする

目を養い、市の予算等を市民と一緒に検討する場を設置

する必要がありますが、行政としても、主権者である市

民に市の財政状況を理解してもらい、一緒に財政運営を

考えていただく場を積極的に設ける必要があると考えま

す。例えば、市民講座や出前講座のメニューとして、「我

孫子の財布を覗いてみよう」「市の予算ができるまで」「我

孫子の平成２３年度予算を考える」「予算委員会を膨張し

よう」等、地方財政を見る目を養うシリーズ講座を開く

ことも有効であると考えます。ご所見をお聞かせくださ

い。 
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大綱３．市の経営戦略 

(１)市長のまちづくりの基本コンセプト 

 星野市長は、市長選において「我孫子らしさを活かし 

元気で活力のある 子育てしやすい 安全・安心で健康

に暮らせるまちづくりをさらに推進します！」と訴えら

れました。「我孫子らしさを活かし」というフレーズを、

いつも「枕詞」のように使われていました。 

 そこでお尋ねします。まちづくりの基本は、そのまち

の持つ資源、社会資本を十二分に活かすことだと考えま

すが、市長のお考えになる我孫子の資源とは、社会資本

とは何か、「我孫子らしさを活かす」とは何か？お答えく

ださい。 

 また、それを踏まえて、市長のまちづくりの基本コン

セプトをお聞かせください。 

 

(イ)一層パワーアップした子育て支援策 

  我孫子市は、いうまでもなく、住宅都市として発展して

きたまちです。当然、歳入構造も個人市民税が中心です。

平成 21 年度決算では、歳入の 53.6％が市税、その市税の

うち 52.7％が個人市民税であり、市民税のうちの 95％が

個人市民税、法人市民税はわずか 5％です。 

このような歳入構造をもつ我孫子市の持続可能な市政 
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経営のための戦略としては、住宅都市として基盤の上で

人口サイクルを回すことだと考えます。 

昭和 40、50 年代に我孫子市転入した団塊の世代や、そ

の前後の世代の人々によって、我孫子の人口は急増しま

した。しかし、その世代が現在、60 代、70 代となって一

斉退職が始まり、来年には団塊の世代が 65歳に達します。

一気に生産年齢人口は減尐し、納税義務者も減尐し、個

人市民税も減収となります。 

 しかし、その一方で、団塊ジュニアを含めたその前後

の世代が、市の人口の一番大きな塊となりつつあります。

彼らに我孫子市に住み続けてもらうと同時に、市外の子

育て世代を我孫子に呼び込み我孫子に住んでもらうこと

によって、生産年齢人口の増加を図り、減っていく個人

市民税の維持、増収を図る。これまで我孫子市が力を注

いできた子育て支援策は、我孫子の持続可能性を追求す

るために最適な政策だと考えます。 

最近は、近隣の流山市をはじめ、江戸川区の葛西、瑞

江、押上等、充実した子育て支援策を展開し、子育て世

代の獲得競争が激化していますが、我孫子市の保育園や

学童保育室の待機児童０は、他市に誇れる素晴らしい政

策です。また、星野市長になって子ども医療費の拡充や

広場事業なども進んできました。 

さらに、今後予定されている認定子ども園や駅前保育
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所の早期実現、そして、駅前送迎ステーションの設置や

病児・病後時保育の拡充、ファミリーサポートや子育て

アドバイザーの充実など、一層パワーアップした子育て

支援策を展開し、情報発信することで、市内外の若い世

代に我孫子に住んでもらう、そんなまちづくりこそ、住

宅都市としての我孫子の生き残り戦略のひとつだと考え

ます。ご所見をお聞かせください。 
 

住宅都市としての我孫子の生き残り戦略のひとつとして、
より一層パワーアップした子育て支援策を実施していた
だきたいと思います。 
 
(ウ)シティセールス推進の提案 

 我孫子には人をひきつける魅力がたくさんあります。し

かし、その魅力を伝える発信力が非常に弱い。西垣議員

が昨年子育て世代の定住化促進 PRについて質問されまし

たが、私は、今回「シティセールス」の推進について質

問したいと思います。 

最近、「シティセールス」という言葉をよく耳にします。

「シティセールス」とは、「まちを売り込む」だけではな

く、まちを豊かにしていくために、まちの魅力を効果的、

戦略的に外部に向かって PRすることで、さまざまな価値、

人やお金、モノ、情報などをまちに取り込んでいく活動

だそうです。 

 最近では、「シティセールス」に力を入れる自治体も増
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えてきましたが、 

その中でも最近一番注目を集めているのが、お隣の流山

市です。 

 「父になるなら、流山市。」「母になるなら、流山市。」。

これは、流山市が昨年 11 月から 12 月にかけて、新宿、

渋谷、上野、銀座、表参道等、首都圏 25 のターミナル駅

に掲出した 2 種類の大型ポスターのコピーです。先日、

総合計画審議会でも話題になりましたが、大変インパク

トのある素晴らしいポスターだと思います。 

ひとつは、「家族の時間を大切にしたくて、横浜青葉区

から流山市に転居された」家族のポスター、もうひとつ

は「自然のそばで子育てしたくて、都内から転居された」

家族のポスター。この 2 種類のポスターは、デュークス、

共働き子育て世代をターゲットにして、流山市の子育て

支援を PRするために広告代理店に 900万円で依頼したも

のです。大変注目を集めました。 

また、流山市は 2009 年 4 月にも、子育て中の人なら誰

でも知っている雑誌「たまごクラブ」にカラー2 ページの

広告を 75 万円で掲載しました。これは、自治体が民間の

媒体に広告を打った初の事例ではないかといわれていま

す。 

現段階では広告の費用対効果ははっきりしませんが、

これまで流山市は、TX 効果もあって、開業前の平成 16 年
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と比較すると子育世代の転入は確実に増えています。平

成 22 年の人口構成では、男女ともに 35 歳から 40 歳が一

番多くなっています。 

流山市は、共働き子育て世代をターゲットにした子育

て支援策を徹底し、子育て世帯の転入を促し、生産年齢

人口を増やすことによって、持続可能なまちを創るとい

う経営戦略をとっています。 

そして、流山市のシティセールスは、その経営戦略と

一体となったプロモーション活動を行っています。 

その推進体制はといえば、平成 18 年の TX 開業に先駆

けて、自治体では日本初となるマーケティング課を設置

し、課内にシティセールス推進室を設けています。 

我孫子市の自然環境等の子育て環境や蓄積された子育

て支援のノウハウは、決して流山市に劣るものではあり

ません。何が足りないかといえば、我孫子を知ってもら

い、住んでもらうための戦略です。 

今後、我孫子の魅力を発信するために、万全の体制で

シティセールスの推進に全力をあげていただきたいと思

います。ご所見をお聞かせください。 
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大綱４．基本構想の見直し 

昨年、地方自治法の改正案が閣議決定されました。未だ

制定されてはいませんが、その中に盛り込まれた市長村の総

合計画策定義務の撤廃は、40 年余り自治体の最上位計画と

して位置づけられてきた「総合計画」の意義や自治体の「計画

行政」について改めて考える機会となりました。 

そんな中、我孫子市では、市長が、平成 20年 12月の市政

一般報告で初めて言及した基本構想の見直しが、いよいよ大

詰めとなってきました。 

(ア)市長の現基本構想に対する評価 

現基本構想のまちづくりの考え方、すなわち 3 つの将

来都市像は、“我孫子らしさを活かした”将来のまちの姿

であり、大変評価できるものと私たちは考えています。 

市長の現基本構想についての評価をお聞かせください。 
 

(イ)市長の考える政策と現基本構想(将来都市像)との整

合性について 

先日、「基本構想見直しの素案」が配布され、総合計画

審議会では、様々な質問や意見が出されました。 

その意見の多くは、活力あるまちづくりに向けた土地

利用や産業政策のあり方に関する疑問や反対の意見でし

た。 
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そもそも今回の基本構想の見直しは、一言でいえば、

市長が工業系土地利用を可能にするために始めたもので

す。 

今回提示された見直しの素案に、何故、違和感をもつ

かといえば、今回の見直しが、現基本構想のまちづくり

の考え方を前提とした一部見直しであるとしながら、現

基本構想の将来都市像の考え方とは異なる土地利用が示

されているからです。 

低成長の成熟社会への移行、人口減尐、尐子・高齢化、

厳しい財政状況など難問が山積していますが、そんな中

で持続可能な我孫子市をつくるための歳入の増加策、あ

るいは雇用の確保策もまた、将来都市像をベースとして

考えるべきではないでしょうか。 

 市長の考える政策と現基本構想(将来都市像)との整合

性がとれていないと思いますが、市長の見解をお聞かせ

ください。 

 

(ウ)市長の目指すまちづくりが現基本構想と整合性 

が取れないのであれば、一部見直しではなく全く新しい 

基本構想を提示すべきではないか？ 
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 市長の目指すまちづくりが、現基本構想と整合性がとれ

ないのであれば、特に土地利用方針において現基本構想

と整合性がとれないのであれば、一部見直しなどという

ことはありえません。市長の目指すまちづくりを反映し

た全く新しい将来都市像、全く新しい基本構想を提示す

べきだと考えます。ご所件をお聞かせください。 

また、本来であれば市長選において、両候補者が基本

構想の見直しに関連して、まちのグランドデザインを市

民に提示し、市民に「どんなまちにすみたいか？」の選

択をしていただくことがベストであったと考えているこ

とを申し添えておきたいと思います。 

 

(２)活力あるまちづくりに向けた土地利用のあり方 

(ア)市長が税収増加策、雇用確保策として、 

企業誘致、特に工業系土地利用をしようとする理由 

今回の基本構想の見直しの最も大きな視点は、雇用の

確保や税収増につながる新たな企業誘致と住工混在の解

消を図るための土地利用や産業政策のあり方についてで

あります。 

しかし、これからの時代、企業誘致をすることが税収

増加策や雇用の確保策として適切な政策なのか、大変疑

問に思います。 

市長は、何故、基本構想を見直してまで、税収増加策、
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雇用確保策として、企業誘致、特に工業系土地利用をし

ようとするのか、その理由をお聞かせください。 

 

次に、先日配布された、基本構想の見直しの素案の中

から「土地利用の基本方針」について、まず、 

(イ)市街化調整区域の土地利用方針を 2 つに分けた理由 

 現基本構想の｢土地利用の基本方針｣は、「自然環境ゾー

ンでは、積極的に自然環境を保全・創出するとともに、

市街地に接し、自然的土地利用がなされている地区では、

良好な自然環境を最大限保全し、都市的土地利用を抑制

します。」と市街化調整区域を自然環境ゾーンとして、そ

のほとんど全域に対して、同じ土地利用方針で臨んでい

ました。 

しかし、今回提示された素案では「重要な自然環境が

ある区域」と、「その他の農地や緑地などの区域」とを分

けるという市街化調整区域の土地利用方針を作りました

が、その理由をお聞かせください。 

 

(ウ)市街化調整区域を 2 つに分けることの難しさ 

 絶対に自然環境を守っていく区域として「市街地を取り
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巻く、手賀沼や古利根沼などの水辺、農用地区域に広がる

集団的な優良農地、身近で緑豊かな斜面林など、重要な自

然環境がある区域」をあげていますが、「集団的な優良農

地」の「集団的」とは？「優良」とは？「重要な自然環境

のある区域」の「重要な」とは？等、市街化調整区域を 2

つに分ける基準が大変曖昧であり、市街化調整区域を「重

要な自然環境のある区域」と「その他の農地や緑地」とに

分けることは大変難しいと思いますが、お考えをお示しく

ださい。 

 

(エ)「絶対に自然環境を守っていく区域」と「そうでな

い区域」を、どこで、いつ明らかにするのか 

市街化調整区域の土地利用方針として、「絶対に自然環

境を守っていく区域」と「そうでない区域」とを明らか

にするとしていますが、それらの区域が具体的にどこな

のか、都市マスタープランの中で明らかにするのか。ま

た、いつの時期に公表するのか。総合計画審議会に諮問

する際には、都市マスタープランも資料として提出され

るのか、お答えください。 
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(オ)市街化調整区域の中で「まちに活力を生む一定の土

地利用」を可能にした区域の位置づけ 

市街化調整区域の土地利用方針として、「絶対に自然環

境を守っていく区域」と「そうでない区域」に分け、さ

らに「そうでない区域」においては、まちに活力を生む

一定の土地利用について可能となる特例を設けましたが、

特例とした区域は自然環境ゾーンから除外するのか、し

ないのか、お答えください。 

 

(カ)まちに活力を生む土地利用とは何か？ 

「まちに活力を生む土地利用の基本的な考え方」につ

いては、今後、基本計画などで明らかにしていくとのこ

とですが、基本構想の土地利用方針まで変えて、まちに

活力を生む土地利用をしようとしているのですから、当

然、プランはお持ちだと思います。まちに活力を生む土

地利用とは具体的にどんな活用をお考えなのか、その概

要をお聞かせください。 

(３）市長の考える工業系土地利用について 

(ア)市が事業主体となって、開発行為や工業団地造成事 
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業を実施することはないのか？ 

 市長選の時に配布された市長の後援会のチラシ「我孫子

を活かせ！」の中に、工業系土地利用の記事がありまし

た。抜粋すると、「工業系土地利用調査研究報告書は計画

ではありませんので造成や工業団地を目指したものでは

ありません。また、市が事業を行うわけではありません

ので税金をつぎ込むこともありません。自然を放置して

破壊することなく有効な土地利用を考えるためのもので

す。」という主旨の記事でした。 

 ここで改めてお伺いします。市が事業主体となって、

開発行為や工業団地造成事業を行うことはあるのか、な

いのか、明確にお答えください。 

 

 (イ)市長の考える工業系土地利用の手法 

工業系土地利用の調査研究報告書では、いずれの整備

手法を選択したとしても、多額の施行者負担が必要とな

るため、民間の開発行為や土地区画整理事業については、

採算性の問題で現時点では可能性は低いとして、事業主

体は我孫子市とすることが適当としています。しかし、

市が事業主体とならないのであれば、民間企業が事業主

体となった開発行為をお考えになっているのではないで
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しょうか。市長の考える工業系土地利用の手法をお示し

ください。 

 

市長の現在行おうとしていることは、まちづくりの目

標である将来都市像を実現するために、適切な手段を講

じるのではなく、市長が実施したいと考えている工業系

土地利用という手段のために、まちづくりの目標まで変

えてしまいかねない大変危険なことだと危惧しています。 

 そんな危険な賭けはやめていただくために、 

次に(ウ）NEC の未利用地についてお尋ねします。 

 活力あるまちづくりに向けた土地利用のあり方の検討 

の中には、新たな企業誘致のための土地利用と住工混在 

の解消を図るための土地利用があります。 

 住工混在の解消を図る手法も当初は工業団地の中、次 

いでミニ工業団地や工場アパート、そして最近では高度 

化事業の検討と２転 3 転していますが、その高度化事業 

の用地として、NEC の未利用地を活用してはどうかとの質 

問が、前 12 月議会で関谷議員と印南議員から出されまし 

た。 
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 関谷議員への回答は、平成 20 年に市が NEC に用地の利 

用をお願いしたところ、不特定多数の事業者が出入りす 

ることで通信機器の出荷時の電磁波測定に影響が出るた 

め、用地内の利用は難しいとの回答をえたというもので 

した。 

 しかし、その後の印南議員への答弁は、進出企業等が 

ある程度見定められた段階で継続してこの可能性は検討

していきたいと、大分前向きな発言が副市長からありま

した。 

 平成 20 年 12 月議会で、私も工業系土地利用調査研究 

報告書について質問した際、工業団地を造成してもリス 

クが大きいので、既存の工業用地の空スペースや空き工 

場の活用を検討したらどうかとの提案をしました。 

しかし、その時のご答弁は、準工業地域や工業専用地域 

には、空きスペースや空き工場がありませんというもの

でした。 

 毎回答弁が微妙に違いますが、いったいどうなってい

るのでしょうか。 

NEC の未利用地を含めた既存の工業用地の空きスペース
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や空き工場の調査をしっかりしたことがあるのかどうか、

NEC の未利用地はあるのかどうか、条件によっては、それ

が利用できるのかどういかお答えください。 

 また、NEC の未利用地の面積が大きければ、住工混在解

消のための高度化事業だけでなく、新たな企業誘致をす

る場所としても検討すべきではないでしょうか。 

さらに、12 月議会の質疑を受けて、NEC との協議をし

たとのことですが、その結果をお聞かせください。 

 

現在ある工業用地の活用状況を徹底的に調査し、もっ

と活用できる可能性があれば、それを活用することから

始めるべきと考えます。 

また、未利用地の面積にもよりますが、住工混在解消 

のためだけではなく、我孫子に来ることを希望している

企業があれば、新たな企業を誘致する場所としても検討

すべきであり、先ずはそこから始めるべきであることを

申し添えて、私の質問を終わりとします。 

 


